
１．調査概要

調 査 名

調 査 目 的

調 査 対 象

調 査 方 法

調 査 期 間

回 答 率

２．調査結果の概要

働き方改革・労務管理に関する企業アンケートの集計結果

【属性調査（従業員規模・事業主について）】
従業員5人未満の企業が半数を占めている。
事業主の性別は、男性9割・女性1割であり、年齢は50代以上で9割を占めている。
後継者のいる企業のほとんどが、後継者候補として親族をあげている。
事業承継の課題として、「後継者の経営能力」や「取引先との関係維持」が多くあげられている。
また、後継者のいない企業が約半数あるため、今後は事業承継についての情報提供が必要である。

南伊勢町商工会　　働き方改革・労務管理に関する企業アンケート

町内企業における働き方改革・労務管理の取組みに関する状況や課題を把握するため

町内の加盟企業90社

紙アンケートによる回答

2023年10月15日～11月17日

54.4％（49社）

【働き方改革の取組みについて】
・取組内容として多かったのは、「残業時間の削減」と「年休取得の促進」であった。
・取組の効果として、「総労働時間の削減」や「作業員の効率性向上」に対する意見が多く、取組企業では一定の効果を
実感している。
・しかし、約5割の企業が取組を実施しておらず、働き方改革への認識が浸透していないことが明らかとなった。

【人手不足・若手不足について】
・南伊勢町の人口は1960年の32,070人をピークに減少傾向で推移しており、2022年には11,330人まで減少している。
・高齢化率も2022年時点で52.8％となっており、三重県内で最も高い数値となっている。
・約4割の企業で人手不足を感じており、今後も人口減少・高齢化が進む中で人材確保が大きな課題となる。

【労務管理について】
・約半数の企業が採用時の労働条件通知書または雇用契約書の交付していないことが明らかとなった。
・また、年次有給休暇の管理簿を整備していない企業も約半数となった。
・労使トラブル防止のためにも、労務管理に対する意識を高めることが課題となる。

【行政に求める支援】
・設備投資や人材育成に関する財政支援を求める意見が多かった。
・地場産業の活性化には企業だけでは解決できない課題が多く、行政による支援の必要性も高まっている。

【今後の課題】
・地域経済を維持していくためにも、地場産業の活性化は欠かせない。
・経営者の半数が60代以上となっており、今後を担う若い人材の確保が大きな課題である。
・約半数の企業は後継者がおらず、事業承継も大きな課題である。
・人材の採用や定着を図るためにも、働き方改革・労務管理の必要性はますます高まっていく。
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１．従業員規模

２．事業主又は代表者の性別

３．事業主又は代表者の年齢

53%

19%

16%

8%
4%

0%

5人未満

5～9人

10～19人

20～49人

50～99人

100人以上

男性
90%

女性
10%

男性

女性

20代以下
0%

30代
4%

40代
4%

50代
34%

60代
33%

70代以上
25%

20代以下

30代

40代

50代

60代

70代以上
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５．後継者の続柄を教えてください。  ※後継者がいる事業所のみ回答してください

６．事業承継で問題になりそうなことは何ですか。（複数回答可）

４．後継者はいますか。

いる
54%

いない
46%

いる

いない

①親族
92%

②従業員
0%

③外部からの登用
4%

④その他
4%

①親族

②従業員

③外部からの登用

④その他

18

3

15

9

6

2

1

4

1

12

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

①後継者の経営能力

②相続税・贈与税の問題

③取引先との関係の維持

④技術・ノウハウの承継

⑤金融機関との関係の維持

⑥親族間の相続問題

⑦借入に対する現経営者の個人保証の解除

⑧後継者による株式・事業用資産の買い取り

⑨その他

⑩特に問題はない
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９．年代別従業員数（男性）

８．年代別管理職数（女性）　※役員除く

７．年代別管理職数（男性）　※役員除く
　　管理職とは、貴社で監督または管理の地位にあり、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の対象としていない
   　従業員のことをいいます。

【属性調査（従業員について）】
9割以上の企業で性別に関わらず管理職は配置していない。
男性従業員の年齢層は各年代でバランスが取れているが、女性従業員は20～30代が少ない。
従業員10人以上の企業では60代以上の従業員が勤務している割合が多く、再雇用による人材活用が進んで
いる。

0 1 2 1 1 2

39

20代以下 30代 40代 50代 60代 70代以上 管理職はいない

0 1 1 1 1 0

44

20代以下 30代 40代 50代 60代 70代以上 管理職はいない

55

71 66

93

57

21

20代以下 30代 40代 50代 60代 70代以上
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11．業種

10．年代別従業員数（女性）

【働き方改革の調査について）】
取り組んでいる内容としては、「残業時間の削減」や「年次有給休暇の取得促進」が多かった。
取組による効果では、「総労働時間の削減」や「作業員の効率性が上がった」との意見が多く、取組企業では一
定の効果を実感している。
しかし、取組効果が感じられないといった意見もあり、他企業の先進事例に関する周知が必要である。
取組に対する問題として、「人手が足りない」、「今までの仕事のやり方が定着している」が多かった。
約4割の企業で人手不足を感じており、人口減少・高齢化が進む中で人材確保が大きな課題である。

2

8

14

30

22

14

20代以下 30代 40代 50代 60代 70代以上

①農業・林業
2%

②漁業
10%

③建設業
20%

④製造業
8%

⑤電気・ガス・

熱供給・水道業
2%⑥情報通信業

2%⑦運輸業・郵便業
6%

⑧卸売業・小売業
33%

⑨金融業・

保険業
0%

⑩不動産業
0%

⑪宿泊業
0%

⑫飲食業
2%

⑬娯楽業
0%

⑭医療・福祉業
0%

⑮教育業
0%

⑯サービス業（他に分

類されないもの）
16%

⑰その他
0%
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14．働き方改革を進める中で、現在どのような問題がありますか。（複数回答可）
　　※働き方改革に取り組んでいる事業所のみ回答してください

13．働き方改革の取組によって、どのような効果がありましたか。（複数回答可）
　　※働き方改革に取り組んでいる事業所のみ回答してください

【働き方改革・労務管理の調査】

12．あなたの会社ではどのような「働き方改革」に取組んでいますか。（複数回答可）

※1　勤務間インターバルとは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間（インターバル）を
設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

※2　フレックスタイム制とは、１日の労働時間の長さを固定的に定めず、１箇月以内の一定の期間の総労働時間を定めて
おき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決め、その生活と業務との調和を図りながら、効
率的に働くことができる制度です。

19

1

10

3

4

2

26

0

0 5 10 15 20 25 30

①残業時間の削減

②勤務間インターバルの導入※１

③年次有給休暇の取得促進

④時間単位年休の導入

⑤フレックスタイム制の導入※２

⑥同一労働同一賃金

⑦取り組んでいない

⑧その他

14
10

1
0
0

1
1

4
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

①総労働時間が削減できた

②従業員の効率性が上がった

③採用がしやすくなった

④離職者が減った

⑤会社の業績が上がった

⑥会社のイメージが上がった

⑦体調を崩す従業員が減った

⑧効果を感じない

⑨その他

9
10

4
0
0

2
0

1
0

5
10

0

0 2 4 6 8 10 12

①人手が足りない
②今までの仕事のやり方が定着している

③社内の意識醸成が進まない
④残業時間が減らない

⑤人事担当の負担が増える
⑥設備投資にコストがかかる

⑦年次有給休暇を使いにくい風潮がある
⑧残業代が減ると従業員から不満が出る

⑨社内の雰囲気が悪くなる
⑩仕事ができる従業員に負担が集中してしまう

⑪特に問題はない
⑫その他
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16．あなたの会社の人員状況について、当てはまるものはどれですか。

17．不足している人員数
　　※人員状況について③「不足している」を選択した事業所のみ回答してください

15．働き方改革に取り組んでいない理由は何ですか。（複数回答可）
　　※働き方改革に取り組んでいない事業所のみ回答してください

5
8

1
1

0
0
0
0
0
0

18
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

①人手が足りない
②今までの仕事のやり方が定着している
③働き方改革について考える余裕がない

④取組み方やノウハウが分からない
⑤他社の動向を見極めてから対応する

⑥人事担当の負担が増える
⑦年次有給休暇を使いにくい風潮がある
⑧残業代が減ると従業員から不満が出る

⑨社内の雰囲気が悪くなる
⑩仕事ができる従業員に負担が集中してしまう

⑪取り組む必要性を感じていない
⑫その他

①適正人員である
59%

②過剰である
2%

③不足している
39%

①適正人員である

②過剰である

③不足している

1人
35%

2人
41%

3人
18%

4人
0%

5人
6%

1人

2人

3人

4人

5人
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【残業削減や多様な働き方について）】
残業削減に関する取組として、「労働時間の把握」が多かった。
多様な働き方として、「時差出勤の導入」に取り組んでいる企業があったが、取組をしていない企業が半数以上
であった。
人材活用として、「定年の延長」や「再雇用による雇用継続」が多く、既存の従業員に長く働いてもらう取組が目
立った。
両立支援については、大半の企業で取組が進んでいなかった。
家族の介護を理由とした退職を防止するためにも、仕事と家庭の両立支援制度の拡充が求められていく。

19．多様な働き方に関して取り組んでいることは何ですか。（複数回答可）

18．残業代削減や業務改善に関して取り組んでいることは何ですか。（複数回答可）

20

10

1

8

1

2

2

0

23

0

0 5 10 15 20 25

①労働時間の把握

②残業の事前承認

③業務効率化のためのＩＴ導入

④仕事を代替できる体制づくり

⑤ノー残業デーの導入

⑥会議時間や回数の制限

⑦業務時間外の会議禁止

⑧強制消灯、パソコンの一斉電源オフ

⑨取り組んでいない

⑩その他

9

3

3

3

0

33

2

0 5 10 15 20 25 30 35

①時差出勤の導入

②短時間正社員の導入

③副業・兼業の容認

④フレックスタイム制の導入

⑤テレワークの導入

⑥取り組んでいない

⑦その他
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22．あなたの会社で、働き方や休み方に関して促進している取組は何ですか。（複数回答可）

21．休暇の取得促進や育児・介護等の両立支援に関して取り組んでいることは何ですか。（複数回答可）

20．人材の活用に関して取り組んでいることは何ですか。（複数回答可）

12

11

0

1

0

29

0

0 5 10 15 20 25 30 35

①定年の延⾧

②再雇用による雇用継続

③非正規社員の正社員転換

④管理職への女性登用の推進

⑤障害者雇用の推進

⑥取り組んでいない

⑦その他

0

2

4

2

0

0

39

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

①法を上回る休暇制度の導入

②時間単位年休の導入

③計画的な年次有給休暇の付与

④育児・介護休業者の職場復帰支援

⑤看護休暇、介護休暇の有給化

⑥法を上回る育児・介護休業制度の導入

⑦取り組んでいない

⑧その他

16

5

0

1

7

0

26

0

0 5 10 15 20 25 30

①定時退社の声かけ

②積極的な休暇取得の声かけ

③管理職向けの研修・意識啓発

④残業時間削減の数値目標の設定

⑤有給休暇取得の数値目標の設定

⑥管理職の人事評価に部下のワークライフバランス推進を…

⑦取り組んでいない

⑧その他
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【能力開発や人材活用について）】
従業員の能力開発に対する取組について、実施中および実施予定が半数以上となった。
定年について、高齢化が進んでいる地域性を背景に、「定年なし」の企業が半数以上であった。
定年年齢を60歳以上に設定している企業が多く、人材確保が難しい中で、定年延長の流れは今後も続くと思
われる。
定年後も同じ仕事を任せている企業が多く、高年齢者が重要な戦力となっている。
高年齢者に対する配慮として、「出勤日数・労働時間の配慮」や「肉体的に負担の少ない仕事へ配慮」が多
かった。
高年齢者の活用理由として、「技術・ノウハウの活用」が多かったが、「若い人材が確保できないため」という意見
も多く、多くの企業で人材の確保の難しさを実感していると思われる。
高年齢者を雇用する課題としては、「新しい技術・知識への対応が難しい」や「病気や労災リスク」の意見が多く、
高年齢者の働きやすい環境の整備が求められている。
現在の課題としては、「人員不足」や「若手不足による社員の高齢化」が多かった。
重点課題として、「全社的な意識改革」や「仕事内容・進め方の見直し」、「働き方の多様化・柔軟化」の意見
が多く、時代の流れに応じた対応が求められていく。
行政に求める支援としては、「設備投資や人材育成に対する財政支援」が多かったため、補助金等の情報提供
を強化していく必要がある。

24．あなたの会社の定年は何歳ですか。

23．あなたの会社では、従業員の能力開発を支援する取組を行っていますか。

①行っている
22%

②将来的に行おうと思っ

ている
35%

③行うつもりはない
43%

①行っている

②将来的に行おうと思っている

③行うつもりはない

①60歳
19%

②65歳
21%

③63歳
2%④70歳

2%

④定年なし
56%

①60歳

②65歳

③63歳

④70歳

④定年なし
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25．定年後の継続雇用者の仕事内容は何ですか。
　　※継続雇用者がいる事業所のみ回答してください。

27．高年齢者（定年後の継続雇用者を含む）を雇用する主な理由は何ですか。

26．高年齢者（定年後の継続雇用者を含む）を雇用する際に配慮していることは何ですか。
　　※高年齢者とは、55歳以上の従業員のことをいいます。（以下同じ）

12

5

1

2

①定年前と同じ仕事

②定年前と同じ仕事だが、責任が軽くなる。

③定年前と一部異なる仕事

④定年前とまったく異なる仕事

0 2 4 6 8 10 12 14

9

17

1

0

20

0

0 5 10 15 20 25

①出勤日数・労働時間の配慮

②肉体的に負担の少ない仕事へ配置

③設備や作業環境の改善

④業務マニュアルの改善

⑤取り組んでいない

⑥その他

3

13

1

17

4

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

①若手の人材育成

②技術・ノウハウの活用

③若手の人材育成

④若い人材が確保できないため

⑤人件費を抑えられるため

⑥その他
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30．今後、あなたの会社で重点的に取り組む必要があると思うことは何ですか。（複数回答可）

29．あなたの会社での職場の課題は何ですか。（２つまで）

28．高年齢者（定年後の継続雇用者を含む）の雇用に関する主な課題は何ですか。

14

2

16

1

0

1

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

①新しい技術・知識への対応が難しい

②若年世代とのコミュニケーション不足

③病気や労災事故のリスク

④自社の風土に適応してくれない

⑤勤務時間など個別対応が必要なため労務管理が複雑になる

⑥その他

⑦大きな課題はない

14

17

7

8

1

0

1

0

19

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

①人員不足

②若手不足による社員の高齢化

③人材育成の進め方

④慣習となっている業務の見直し

⑤社員間や部署間のコミュニケーション

⑥定着率の向上

⑦人事評価のしくみ

⑧⾧時間働く人が評価される風土

⑨取り組んでいない

⑩その他

7
2

10
12

6
7

1
12

2
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①経営者の意識改革
②中間管理職の意識改革
③一般従業員の意識改革

④仕事内容・進め方の見直し
⑤人材育成の強化

⑥ＡＩやＩＴを活用した業務の効率化
⑦外国人など多様な人材の活用推進

⑧働き方の多様化・柔軟化
⑨上司から部下への権限委譲
⑩人事・処遇制度の見直し

⑪就業規則の見直し
⑫経営戦略や業態の見直し

⑬取り組むことはない
⑭その他
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32．行政からどのような支援があれば、働き方改革の取組が進めやすくなると思いますか（複数回答可）

31．今後、あなたの会社でどのような人材を活用したいですか。（複数回答可）

【労務管理の調査について）】
約半数の企業が、雇用契約書や労働条件通知書を従業員に渡していないことが明らかとなった。
就業規則について、作成義務があるにもかかわらず作成していない企業もあるため、労務管理に時間をかける余
裕がない実態がうかがえる。
年次有給休暇の管理についても、約半数の企業が管理していないため、労務管理に対する総合的な支援が必
要となっている。
非正規社員であっても労働時間に応じて社会保険に加入する必要があるが、約半数の企業が加入手続きを
行っていないため、社会保険料が企業にとって大きい負担になっていることがわかる。

13

14

4

4

4

1

22

1
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①中途採用者（経験者に限定）

②中途採用（未経験者も含む）

③女性

④高齢者（65歳以上）

⑤外国人

⑥障害者

⑦人員は足りている

⑧その他
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①設備投資に対する財政的支援

②雇用・人材育成に対する財政的支援

③他社の取組事例の情報提供

④働き方改革に関するセミナー

⑤認定や表彰制度

⑥取組企業への優遇措置（入札での加点など）

⑦財政面以外の支援（相談窓口、アドバイザー派遣など）

⑧行政の支援は必要ない

⑨その他
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35．時間外・休日労働を行うにあたっての労使協定（36協定）を締結し、労働基準監督署に届出を行っています
か。

34．就業規則を作成し、従業員に周知していますか。（従業員が10人以上の事業所は作成義務あり）
　　※周知とは、社内の見やすい場所へ掲示または書面での配布等をいいます。

33．雇用契約書若しくは労働条件通知書を従業員に渡していますか。

①はい
52%

②いいえ
48%

①はい

②いいえ

①はい
34%

②いいえ
15%

③従業員10人未

満のため作成し

ていない
51%

①はい

②いいえ

③従業員10人未満のため作成して

いない

①はい
35%

②いいえ
65%

①はい

②いいえ
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37．従業員の労働時間を適切に把握していますか。

38．有給休暇の取得日数を休暇簿で管理していますか。

36．労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を保管していますか。（諸帳簿は3年間の保管義務あり）

①はい
92%

②いいえ
8%

①はい

②いいえ

①はい
97%

②いいえ
3%

①はい

②いいえ

①はい
51%

②いいえ
49%

①はい

②いいえ
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41．衛生管理者や産業医を選任していますか。
　　　（従業員50人以上の場合、衛生管理者、産業医の選任義務あり）

39．正社員に対して、労働保険（労災保険、雇用保険）、社会保険（健康保険、厚生年金）にすべて
　　加入していますか。

40．非正規社員に対して、労働時間に応じて労働保険、社会保険の加入をしていますか。

①はい
78%

②いいえ
22%

①はい

②いいえ

①はい
53%

②いいえ
47%

①はい

②いいえ

①はい
5%

②いいえ
37%

③従業員50人未満
58%

①はい

②いいえ

③従業員50人未満
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42．常勤の従業員に対して、年1回以上の定期健康診断を行っていますか。

①はい
75%

②いいえ
25%

①はい

②いいえ
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